
 

特定漁港施設の運営の事業認定について 

 

 漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和 25 年法律第 137 号）第 37 条の２第２項の規

定により、下記のとおり認定したので、漁港漁場整備法施行規則（昭和 26 年農林省令第４

７号）第 26 条の規定により公表します。 

 

 令和８年３月５日 

 

記 

 

１ 当該認定を受けた者の名称 

  株式会社オノデラコーポレーション 

 

２ 特定漁港施設の運営の事業の名称 

  水産加工品製造業 

 

３ 特定漁港施設の運営の事業の内容 

   気仙沼産の水産物（メカジキ、ビンチョウマグロ、牡蠣等）を使用した水産加工品

を製造する。 

 

４ 貸付を受けようとする特定漁港施設の名称、規模、構造及び配置並びに貸付期間及び

利用形態 

(1) 貸付けを受けようとする特定漁港施設の内容 

① 名称、規模及び構造  

特定漁港施設名 規 模 構 造 

加工場用地 1,054.03 ㎡ 更地 

加工場用地に係る盛土 2,126.23 ㎥ 土砂 

② 配置図 

    別図に示すとおり。 

③ 貸付けを受けようとする期間（予定） 

    令和８年５月１日から令和 18 年４月 30 日まで 

 ④ 利用形態 

     貸付けを受けようとする用地には、廃業した水産加工業者が整備した加工施設が

すでに存在しており、申請者が当該加工施設を競売取得し、修繕・改築して、事業

を開始することを予定している。そのため、当該事業開始に併せて、当該用地を利

用するもの。 

 

５ 特定漁港施設の運営の事業の実施が特定漁港施設の機能の高度化に特に資するもので

あることを明らかにするために参考となる事項 

   認定を受けた者が、この水産加工品製造業を運営することにより、当地域水産物の

高付加価値化、気仙沼ブランドの構築、販路拡大及び水産業の持続可能性の向上を図

ることができる。 

 



６ 特定漁港施設の運営の事業認定申請書の縦覧期間、縦覧場所及び意見書の処理経過 

   令和８年２月 17 日から同２月 25 日まで、宮城県庁（水産林政部漁港整備推進室）、

宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部及び宮城県ウェブサイトにおいて公衆の縦覧

に供した。 

   なお、縦覧期間中、意見書の提出は無かった。 

 

７ 認定の理由 

   漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第 24 条各号に定める事業者の基準に

適合しており、本事業を運営することにより、当地域水産物の高付加価値化，気仙沼

ブランドの構築，販路拡大及び水産業の持続可能性の向上を図ることができるものと

認められる。 
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